
※この変更届は、申請者本人の住所とは別の場所への確認書の送付を希望する方などが使用するものです。
　 確認書が届いた場合は、この変更届を使用せず、確認書に記入・返送してください。

※この変更届を提出いただいた場合、境港市において給付要件に該当するか審査の上で、記入いただいた現

　 住所に確認書を送付します。給付金の受給には、確認書の提出が必要です。

明治・大正・昭和・平成

日 （ ）

【代理人が変更届を提出する場合】

明治・大正・昭和・平成

年 月 日 （ ）

署名

上記の者を代理人と認め、

　定額減税補足給付金支給確認書送付先変更届の提出を委任します。

※必要事項をご記入ください。

変更後の送付先（この変更届の上部）

署名（この変更届の下部）

『本人（代理人）確認書類の写し（コピー）』

※

※記入漏れや提出書類の不備はありませんか。（不備がある場合、確認書を送付できない場合があります。）

本申立ての内容に相違ありません。

令和　　　　年　　　　月　　　　日 提出者氏名

境港市長　伊達憲太郎　様

提出書類

男
・
女

本人氏名

代理人生年月日性別
本人との

関係

男
・
女

           本人（代理人）確認書類

             ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（おもて面）、

              年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し（コピー）（いずれ

                か１つ）

     ※代理人による場合は、本人及び代理人の本人確認書類を添付して

                ください。

『定額減税補足給付金支給確認書送付先変更届』

年 月 電話

印

提出者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し（コピー）を
この変更届の下部に添付してください。
代理人による場合は、本人及び代理人の本人確認書類を添付してください。

定額減税補足給付金（※）支給確認書 送付先変更届
（住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方など向け）

※定額減税補足給付金とは、令和６年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない（定額減税
可能額が、令和６年分の推計所得税額又は令和６年度分の個人住民税所得割額を上回る）方に対し、当該上回る額の合算額
を基礎として１万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。

代
理
人

代理人氏名
（　フ　リ　ガ　ナ　）

電話

代　理　人　現　住　所

●変更後の送付先

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生 年 月 日

本　人　氏　名
現　　　住　　　所

境港市

受付印



この届出書は、補足給付金支給確認書の送付先の変更を希望する場合にご提出ください。

定額減税補足給付金支給確認書 送付先変更届　記入例

・必要事項を記入してください。

・必要な提出書類を変更届の下部に貼り付けて郵送または窓口に提出してください。

【郵送先】〒684-8501 境港市上道町３０００番地

境港市税務課（定額減税補足給付金担当） あて

・この届出書を提出しただけでは給付金を受け取ることはできません。

届出書の提出後、給付金の支給対象であることが確認できましたら、この届出書に記

入の住所に「確認書」を送付します。

給付金を受け取るためには、後日必ず「確認書」を提出してください。

給付金の対象者本人

を記入してください。

確認書の送付を希望

する住所を記入して

ください。(郵便物

が確実に届くように

建物名なども明記し

てください。)

対象者本人以外の人

（代理人）が届出を

する場合はこちらの

欄も記入してくださ

い。

本人氏名の欄は、対

象者本人が署名、押

印してください。 提出が必要な書類が準備でき

たことを確認し、□に✔を入

れてください。
必要な書類が不足している場合、

確認書を送付できません。記入した日付と、提

出者（代理人が提出

する場合は代理人）

の氏名を記入してく

ださい。

本人確認書類の写し

（コピー）を貼り付け

てください。

代理人が提出する場合

は、対象者本人と代理

人の両方の本人確認書

類が必要です。


